
 

 

議案第６７号 
 

 

平成２３年度 
 

和水町国民健康保険事業会計補正予算書



平成２３年度和水町国民健康保険事業会計補正予算（第２号） 
 
  平成２３年度和水町の国民健康保険事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，５１０千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１，７５７，８７１千円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  歳入歳 

   出予算補正」による。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１２月９日 提出 

 

和水町長 坂 梨 豊 昭 

 



第 １ 表  歳  入  歳  出　予  算  補  正

歳　入 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 国民健康保険税 253,756 0 253,756

  1. 国民健康保険税 253,756 0 253,756

  2. 使用料及び手数料 120 0 120

  1. 手数料 120 0 120

  3. 国庫支出金 483,617 0 483,617

  1. 国庫負担金 341,607 0 341,607

  2. 国庫補助金 142,010 0 142,010

  4. 療養給付費等交付金 116,611 0 116,611

  1. 療養給付費等交付金 116,611 0 116,611

  5. 前期高齢者交付金 340,111 0 340,111

  1. 前期高齢者交付金 340,111 0 340,111

  6. 県支出金 66,166 0 66,166

  1. 県負担金 11,466 0 11,466

  2. 県補助金 54,700 0 54,700

  7. 共同事業交付金 214,000 0 214,000

  1. 共同事業交付金 214,000 0 214,000

  8. 財産収入 660 0 660

  1. 財産運用収入 660 0 660

  9. 繰入金 100,054 0 100,054

  1. 他会計繰入金 90,054 0 90,054

  2. 基金繰入金 10,000 0 10,000

 10. 繰越金 164,779 16,510 181,289

  1. 繰越金 164,779 16,510 181,289

 11. 諸収入 1,487 0 1,487

  1. 延滞金、加算金及び過料 404 0 404

  3. 受託事業収入 0 0 0

－ 1 －



－ 2 －

単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  4. 雑入 1,083 0 1,083

歳               入               合               計 1,741,361 16,510 1,757,871



歳　出 単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 総務費 25,728 242 25,970

  1. 総務管理費 24,752 242 24,994

  2. 徴税費 374 0 374

  3. 運営協議会費 363 0 363

  4. 趣旨普及費 239 0 239

  2. 保険給付費 1,133,784 15,868 1,149,652

  1. 療養諸費 1,006,938 10,313 1,017,251

  2. 高額療養費 120,200 5,435 125,635

  3. 移送費 2 0 2

  4. 出産育児諸費 6,304 0 6,304

  5. 葬祭諸費 340 120 460

  3. 後期高齢者支援金等 209,430 0 209,430

  1. 後期高齢者支援金等 209,430 0 209,430

  4. 前期高齢者支援金等 616 0 616

  1. 前期高齢者支援金等 616 0 616

  5. 老人保健拠出金 1,812 0 1,812

  1. 老人保健拠出金 1,812 0 1,812

  6. 介護納付金 80,432 0 80,432

  1. 介護納付金 80,432 0 80,432

  7. 共同事業拠出金 216,301 0 216,301

  1. 共同事業拠出金 216,301 0 216,301

  8. 保健事業費 33,146 0 33,146

  1. 特定健康診査等事業費 22,079 0 22,079

  2. 保健事業費 11,067 0 11,067

  9. 基金積立金 660 0 660

  1. 基金積立金 660 0 660

－ 3 －



－ 4 －

単位：千円

款 項 補正前の額 補正額 計

 10. 公債費 2 0 2

  1. 公債費 2 0 2

 11. 諸支出金 19,450 400 19,850

  1. 償還金及び還付加算金 18,890 400 19,290

  3. 繰出金 560 0 560

 12. 予備費 20,000 0 20,000

  1. 予備費 20,000 0 20,000

歳               出               合               計 1,741,361 16,510 1,757,871



歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

１  総　括
（歳　入） 単位：千円

款 補正前の額 補正額 計

  1. 国民健康保険税 253,756 0 253,756

  2. 使用料及び手数料 120 0 120

  3. 国庫支出金 483,617 0 483,617

  4. 療養給付費等交付金 116,611 0 116,611

  5. 前期高齢者交付金 340,111 0 340,111

  6. 県支出金 66,166 0 66,166

  7. 共同事業交付金 214,000 0 214,000

  8. 財産収入 660 0 660

  9. 繰入金 100,054 0 100,054

 10. 繰越金 164,779 16,510 181,289

 11. 諸収入 1,487 0 1,487

      歳          入          合          計 1,741,361 16,510 1,757,871

－ 5 －



－ 6 －

（歳　出） 単位：千円

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  1. 総務費 25,728 242 25,970 0 0 242 0

  2. 保険給付費 1,133,784 15,868 1,149,652 0 0 15,868 0

  3. 後期高齢者支援金等 209,430 0 209,430 0 0 0 0

  4. 前期高齢者支援金等 616 0 616 0 0 0 0

  5. 老人保健拠出金 1,812 0 1,812 0 0 0 0

  6. 介護納付金 80,432 0 80,432 0 0 0 0

  7. 共同事業拠出金 216,301 0 216,301 0 0 0 0

  8. 保健事業費 33,146 0 33,146 0 0 0 0

  9. 基金積立金 660 0 660 0 0 0 0

 10. 公債費 2 0 2 0 0 0 0

 11. 諸支出金 19,450 400 19,850 0 0 400 0

 12. 予備費 20,000 0 20,000 0 0 0 0

 歳     出     合     計 1,741,361 16,510 1,757,871 0 0 16,510 0

一 般 財 源



２　　歳　入

（款）  10. 繰越金  （項）   1. 繰越金 単位：千円

節

区　　分 金　　額

  2. その他の繰越金 164,779 16,510 181,289   1. その他の繰越金 16,510 前年度繰越金                                      16,510

　　 　　計 164,779 16,510 181,289

－ 7 －

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



－ 8 －

３　　歳　出

（款）   1. 総務費  （項）   1. 総務管理費 単位：千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　　定　　　財　　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

  1. 一般管理費 23,822 242 24,064 0 0 242 0   2. 給料 24 一般職給料                                    24

  3. 職員手当等 4 退職手当組合負担金                             4

  4. 共済費 112 一般職共済組合負担金                         112

 12. 役務費 102 通信運搬費                                   102

　　計 24,752 242 24,994 0 0 242 0

（款）   2. 保険給付費  （項）   1. 療養諸費

  2. 退職被保険者 96,000 10,313 106,313 0 0 10,313 0  19. 負担金、補助 10,313 退職被保険者等療養給費                    10,313

等療養給付費 及び交付金

　　計 1,006,938 10,313 1,017,251 0 0 10,313 0

（款）   2. 保険給付費  （項）   2. 高額療養費

  2. 退職被保険者 12,000 5,435 17,435 0 0 5,435 0  19. 負担金、補助 5,435 退職被保険者等高額療養費                   5,435

等高額療養費 及び交付金

　　計 120,200 5,435 125,635 0 0 5,435 0

（款）   2. 保険給付費  （項）   5. 葬祭諸費

  1. 葬祭費 340 120 460 0 0 120 0  19. 負担金、補助 120 葬祭費                                       120

及び交付金

　　計 340 120 460 0 0 120 0

（款）  11. 諸支出金  （項）   1. 償還金及び還付加算金

  1. 一般被保険者 1,000 400 1,400 0 0 400 0  23. 償還金、利子 400 還付金                                       400

保険税還付金 及び割引料

　　計 18,890 400 19,290 0 0 400 0

節

一般財源



１ 一般職

報　酬

（千円）

給　料

（千円）

職員手当

（千円）
計

補正後 3 10,005 6,739 16,744 3,412 20,156

補正前 3 9,981 6,735 16,716 3,300 20,016

比　較 0 24 4 28 112 140

区　分
期末勤勉
手　当

（千円）

通勤手当

（千円）

扶養手当

（千円）

住居手当

（千円）

児童手当

（千円）

子ども
手当

（千円）

時間外
手　当

（千円）

日直手当

（千円）

特殊勤務
手　当

（千円）

管理職
手　当

（千円）

退職手当

（千円）

補正後 3,535 72 366 312 453 2,001

補正前 3,535 72 366 312 453 1,997

比　較 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

（千円） （千円）

24

4

給料

職員手当

24

4
制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分

そ の 他 増 減 分

給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分

普通昇給に伴うもの

説　明 備　考

普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分

昇給期間短縮に伴う増加分

そ の 他 増 減 分

（２）給料及び職員手当の増減額の明細

職員手当
の内訳

増減事由別内訳
区　　分

増減額

給 与 費 明 細　書

合　計

（千円）
備　考

給与費

（１）総括

区　　分
職員数

（人）

共済費

（千円）

- 9 -



－ 10 －

行政職

277,917

311,333

36.7

277,250

310,667

36.7

国の制度

行政職

高校卒 140,100 140,100

大学卒

行政職

172,200 172,200

区　　分

 （３）給料及び職員手当の状況

　　イ　初任給

補正後

補正前

平 均 年 齢 （ 歳 ）

区　　分

平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

平 均 給 与 月 額 （ 円 ）

平 均 給 料 月 額 （ 円 ）

平 均 給 与 月 額 （ 円 ）

平 均 年 齢 （ 歳 ）

　　ア　職員１人当たり給与



区　　分

等級
職員数
（人）

構成比
（％）

６級 0.0

５級 0.0

４級 0.0

３級 2 66.7

２級 0.0

１級 1 33.3

計 3 100.0

６級 0.0

５級 0.0

４級 0.0

３級 2 66.7

２級 0.0

１級 1 33.3

計 3 100.0

区　　分

行政職

　　ウ　級別職員数

　　（級別の標準的な職務内容）

３級

課長補佐・係長・
参事・主任保育士

補正後

補正前

主事・主任保育士

５級

主事・保育士

６級

総務課長
課長補佐・室長・
係長・参事

行政職

課長・審議員・室
長

１級 ４級２級

－ 11 －



－ 12 －

６月（月分） １２月（月分）

補正後 1.90 2.05

補正前 1.90 2.05

国の制度 1.90 2.05

２０年勤務の者 ２５年勤務の者 ３５年勤務の者 最高限度

（月分） （月分） （月分） （月分）

支給率等 30.55 41.34 59.28 59.28

国の制度
（支給率等）

30.55 41.34 59.28 59.28

　　カ　その他の手当

区　　分 国の制度との異同

扶養手当 同　じ

住居手当 同　じ

区　　分

支給率計（月分）
職制上の段階、職務の
級等による加算措置

　　エ　期末手当・勤勉手当

　　オ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

支給期別支給率

3.95 有

区　　分

備　考

国と同じ

定年前早期退職特例措置
（２％～２０％加算）

その他の加算措置等

差異の内容

備　考

3.95

3.95

有

有

　県又は一部事務組合等への派遣職員については、熊本県職員の通勤手当に関する規則に準じて支給。

通勤手当 異なる

　片道２キロメートル以上５キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律
２，０００円。
　片道５キロメートル以上１０キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一
律４，１００円。
　片道１０キロメートル以上１５キロメートル未満の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合
一律６，５００円。

　片道１５キロメートル以上の職員で交通機関の利用又は単車、自動車使用の場合一律８，９００円。
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